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(1) 沿道まちづくりの進め方 

『国 3･2･8号線沿道まちづくり計画』では、国 3･2･8号線の道路整備を

契機とした沿道のまちの将来像と、その実現に向けた方針について示しま

した。 

この方針に基づいた沿道まちづくりに取り組むことで、「より良好な沿道

空間」が創出され、将来像である「人が躍る 地域が輝く 緑豊かなまち」

につなげていきます。そのためには市民の参加と協働を推進し、市民と事

業者（東京都）、国分寺市の三者が協力・連携していくことが重要です。 

今後、本計画に掲げられている「まちの将来像」の実現を目指して、市

民の協力のもと、東京都と緊密に連携を図り、沿道まちづくりに取り組ん

でいきます。 

沿道の土地利用の整序や公共施設の再整備、景観の形成を実現化するた

めには、都市計画法に位置づけられている地区計画などの手法を用いるこ

とが考えられます。この場合、国分寺市まちづくり条例の基本理念に基づ

き、市民参加による検討組織の設置、懇談会の開催等を行います。また平

成21年４月から施行された国分寺市自治基本条例により、市民の参加と協

働によるまちづくりを推進します。 

本計画の中で抽出された様々な沿道地域の課題解決については、このよ

うな検討組織や懇談会の中で、まちづくりの熟度や道路整備の進捗に応じ

て取り組んでいきます。 

 

 

 

 

             

４－１．沿道まちづくりの基本的な進め方 
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まちづくりと道づくりの一体的な進行管理 
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検討組織や懇談会については、沿道まちづくり全体の視点で検討する組

織、具体の課題の解決策を検討する地域単位の組織など、状況や必要性に

応じて機能的なものを設置します。 

具体的なまちづくりを進めるには、検討組織や懇談会の中で市民意見を

反映することが重要であり、市民の参加と協働のしくみづくりに取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 検討組織や懇談会のしくみ（案） 

沿道まちづくり計画の全体に

係わる施策や方向性について

検討を行う組織 

【国分寺らしいまちについて

考える組織】 

具体の課題解決に関する検

討を行う地域単位の組織 

【身近な暮らしに関する課

題について話し合う組織】 

 

 
東京都 国分寺市 

みちづくり まちづくり 
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(2) 沿道まちづくりスケジュール（案） 

沿道まちづくりは『土地利用』、『緑・景観』、『環境施設帯』、『身近な生活環境形成』など４つのテーマ（方針）に基づき、道路整備の進捗を考慮しながら段階的に短期・中期・長期ご

とに必要な事項について市民の参加と協働を推進しながら、社会経済情勢の変化に適応を図り進めます。 
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沿道まちづくり計画の策定 

 

・国分寺市まちづくり条例に

基づき、沿道まちづくり協

議会とブロック検討会を組

織した。 

・その中で、地域の課題、沿

道まちづくりの基本理念や

まちの将来像を共有した。 

検討組織や懇談会のしくみを活用したまちづくりの推進 

（国分寺市まちづくり条例や自治基本条例に基づき、参加と協働のまちづくりを推進） 

 

・国分寺らしいまちづくりのための沿道の土地利用の整序や、公共施設の再整備、まち 

なみの形成などに関する話し合いの場の形成。 

・地区計画その他の整備手法を検討する市民参加の検討会や懇談会の開催。 

・道路整備やまちづくりの進捗状況など、市民と行政間の情報の共有化の推進。 

 

まちづくりを実現化する整備手法の活用 

（『国分寺らしいまちについて考える組織』や『身近な暮らしに関する課題について話し合う組織』な

どによる意見・要望などを反映・取り組み） 

 

・沿道のまちの将来像の実現化に必要な国分寺らしいまちづくりの施策の選択と運用。 

・沿道市民の発意や、提案を尊重した整備手法（土地区画整理事業など）や、建築協定等の導入検討 

・秩序あるまちづくりを推進するための民間活力の導入や土地利用に関するルールづくり。 

 

 

用地買収 

詳細設計

工 事 

 ●横断路の設置箇所・構造の検討・要望 

 ●市道接続についての検討・調整 

●環境施設帯のデザイン（構造・植栽樹種等）検討・要望・・・・・等 
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●土地利用方針・施策の実現化 １．多様な土地利用と住環境などの調和を可能にする地区計画その他の整備手法の導入 

２．良好な住環境に向けた都市農地の保全 

３．国分寺らしさを活かした交流を促すまちづくり 

●緑・景観の方針・施策の実現化 １．水・みどり資源の保全・活用 

２．環境施設帯と連携した環境軸の形成 

３．緑と調和した魅力あるまちなみの形成 

●環境施設帯の方針・施策の実現化 １．沿道環境に応じた環境施設帯の整備 

２．魅力ある歩道・自転車道づくり 

３．人と人との交流の場としての活用 

●身近な生活環境形成方針・施策の実現化 １．誰もが快適に暮らせる生活環境づくり 

２．安全・安心に暮らせる生活環境づくり 

３．災害に強いまちづくり 

平成２７年度末

完成予定 


